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（ 時に午前 ９時３０分 開会 ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 皆さん、おはようございます。 

 定刻になりましたので、ただいまから福祉委員会を開催いたします。 

 今回の委員会におきましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令中です

ので、密を避けるとのことから、正副議長との協議により全員協議会室での開催とさせていただ

きましました。また、円滑な委員会運営を行えるよう御協力いただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

 なお、清洲市民サービスセンター所長につきましては、病気療養中のため欠席ですので、御報

告いたします。 

 去る６日の本会議において福祉委員会に付託となりました議案について御審議いただくわけで

すが、その前に市長から御挨拶を受けたいと思います。 

市  長（永田 純夫君） 

 改めまして、おはようございます。 

 委員の皆様方には早朝より福祉委員会への御出席、大変御苦労さまでございます。 

 コロナのほうですけども、ようやく減少傾向に入ったかなというように思っておりますけども、

劇的な減少には至ってないということで、引き続き、感染防止対策の啓発、そしてワクチンの接

種に全力で取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 一方で、国のほうでは行動制限の緩和ということを今、議論し始めとるところでございまして、

何とか市のほうも市内事業者さんの行動制限の緩和に向かって後押しができないかなというふう

に、今、考えておるところでございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 本日は、付託になりました案件につきまして慎重に御審議を賜り、全ての議案につきまして御

賛同賜りますようにお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 どうもありがとうございました。 

 傍聴者はおみえでしょうか。 

議事調査課主査（鈴木 結佳理君） 

 一般傍聴人はおみえになりません。 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 当委員会に付託された所管は、市民環境部と健康福祉部の各所管です。審議日程といたしまし

ては、本日、市民環境部の審査をいただきまして、１６日、健康福祉部の審査をしていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。 

 それでは、最初に、認定第１号 令和２年度清須市一般会計決算認定について、所管ごとに歳

入歳出続けて説明をお願いいたします。 

 当局、説明をお願いします。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 市民課の伊藤でございます。 

 認定第１号 令和２年度一般会計歳入決算のうち市民環境部所管分につきましては、私のほう

から一括して御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和２年度清須市歳入歳出決算書の１８、１９ページをお願いいたします。 

 １３款分担金及び負担金、１項負担金、２目衛生費負担金、予算現額１０億９千３２７万１千

円、収入済額９億９千７１２万９千７５３円、１節保健衛生費負担金のうち備考欄の２行目、斎

苑施設周辺環境改善費負担金７億９千８６０万５千２４３円と３行目、斎苑施設周辺環境改善費

負担金、繰越事業費充当財源分、１億９千７２５万４千５００円でございます。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、１枚はねていただきまして、２０、２１ページをお願

いいたします。 

 ３目衛生使用料、予算現額２４万円、収入済額１６万円、１節保健衛生使用料、新川墓地使用

料でございます。 

 ４目農林水産業使用料、予算現額１９万４千円、収入済額１８万５千８８０円、１節農業使用

料、市民農園使用料でございます。 

 ５目商工使用料、予算現額２千１８万５千円、収入済額９９３万７千２２０円、１節商工使用

料、清洲城天主閣入場料と芸能文化館等使用料でございます。 

 ２項手数料、１目総務手数料、予算現額２千４７６万３千円、収入済額２千３２５万５９８円、

１節総務管理手数料のうち備考欄の１行目、自動車臨時運行許可手数料２６万７千７５０円と３
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節戸籍住民基本台帳手数料１千９８５万６千３００円で、備考欄の一番上、戸籍手数料から一番

下、個人番号カード再交付手数料まででございます。 

 ２目衛生手数料、予算現額１億５千２１２万４千円、収入済額１億４千２２３万７千円、１節

保健衛生手数料のうち備考欄の１行目、新川墓地清掃管理手数料４３万８千５００円と２節清掃

手数料１億３千９１４万４千６６０円で、備考欄の一番上、家庭系一般廃棄物処理手数料から１

枚はねていただきまして、２２、２３ページをお願いいたします。備考欄の一番下になります浄

化槽清掃業許可申請手数料まででございます。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、予算現額７７億７千１７５万５

千円、収入済額７７億４６４万４千９１１円、収入未済額１千３０４万６千円、２節戸籍住民基

本台帳費補助金２千９９７万２千円で、個人番号カード交付事務費補助金と個人番号カード交付

事業費補助金でございます。収入未済額につきましては、デジタル手続法に対応するためのシス

テム改修業務に対する補助金で、国からの改修仕様書の提示が遅れたことにより年度内での完了

が困難となったため、令和３年度へ繰り越すものでございます。 

 １枚はねていただきまして、２４、２５ページをお願いいたします。 

 ４目商工費国庫補助金、予算現額１千７８７万１千円、収入済額８９４万７千４０８円、１節

商工費補助金で、地方創生推進交付金とプレミアム付商品券事務費補助金とプレミアム付商品券

事業費補助金の繰越事業費充当財源でございます。 

 １枚はねていただきまして、２６、２７ページをお願いいたします。 

 ３項国庫委託金、１目総務費委託金、予算現額７４万５千円、収入済額７４万５千円、２節戸

籍住民基本台帳費委託金７１万５千円で、中長期在留者住居地届出等事務委託金でございます。 

 ２目民生費委託金、予算現額１千３７９万８千円、収入済額１千１８０万５千３６６円、１節

社会福祉費委託金１千１５７万５千７１８円で、国民年金事務費交付金でございます。 

 １６款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、予算現額９億４千１２９万円、収入済

額９億２千６５７万１千９５３円、１節社会福祉費負担金のうち備考欄の１行目、国民健康保険

保険基盤安定負担金と２行目の後期高齢者医療保険基盤安定負担金で、合わせて２億７千９２２

万６千１０７円でございます。 

 ２項県補助金、２目民生費県補助金、予算現額５億２千２８３万２千円、収入済額４億３千１

３万６千５７７円、１節社会福祉費補助金のうち備考欄の１行目、福祉医療費支給事業補助金と

２行目の後期高齢者福祉医療支給事業補助金で、合わせて２億２千６９万１千円でございます。 
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 １枚はねていただきまして、２８、２９ページをお願いいたします。 

 ３目衛生費県補助金、予算現額２千２７６万８千円、収入済額２千１０１万５４３円、１節保

健衛生費補助金のうち備考欄の１行目、住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金１０４万３

千円でございます。 

 ４目農林水産業費県補助金、予算現額１千６１３万３千円、収入済額１千４１６万５千９００

円、１節農業費補助金のうち備考欄の１行目、農業委員会交付金から４行目の国有農地等管理処

分事業事務取扱交付金で、合わせて２００万２千円でございます。 

 ５目商工費県補助金、予算現額９千１２１万４千円、収入済額９千２０５万５千円、１節商工

費補助金で備考欄の一番上、げんき商店街推進事業費補助金から一番下、新型コロナウイルス感

染症対策協力金交付事業費補助金まででございます。 

 １枚はねていただきまして、３０、３１ページをお願いいたします。 

 ３項県委託金、１目総務費委託金、予算現額１億３千７５０万７千円、収入済額１億４千１９

５万１千３４円、４節統計調査費委託金のうち備考欄の１行目、人口動態調査事務市町村交付金

７万９千８４５円と２行目の人口動向調査事務市町村交付金７万２千円でございます。 

 ３目衛生費委託金、予算現額２４万８千円、収入済額２４万８千９１３円、１節保健衛生費委

託金で、地下水位調査委託金と地盤沈下観測所管理委託金でございます。 

 ２枚はねていただきまして、３４、３５ページをお願いいたします。 

 １８款寄附金、１項寄附金、５目商工費寄附金、予算現額１５万円、収入済額１５万円、１節

商工費寄附金でございます。 

 １９款繰入金、２項基金繰入金、１目基金繰入金、予算現額１０億４千７００万円、収入済額

１０億４千７００万円、１節基金繰入金のうち備考欄の３行目、環境衛生施設等基金繰入金４億

円とその下、清洲城整備事業基金繰入金５千万円でございます。 

 ２１款諸収入、３項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入、予算現額１億２千４０５万９千円、

収入済額１億７２５万６千６５４円、収入未済額１千６８１万６千７円、１枚はねていただきま

して、３６、３７ページをお願いいたします。１節貸付金元利収入のうち備考欄の１行目、金融

信用貸付金収入２００万１９８円と２行目の商工業振興資金収入１億５０１万３千８０６円でご

ざいます。 

 ５項雑入、２目雑入、予算現額５億８千５５８万８千円、収入済額５億６千２７１万８千４９

４円、収入未済額１千４３２万７千７６４円、１枚はねていただきまして、３８、３９ページを
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お願いいたします。４節衛生費雑入のうち備考欄の４行目、不法投棄未然防止事業協力金から１

１行目、不要自転車売却益までで、合わせて３千２万４千７７３円でございます。 

 ５節農林水産業費雑入のうち備考欄の１行目、農業者年金事務委託金から４行目の農業体験塾

参加料までで、合わせて１６２万５千７５３円でございます。 

 ６節商工費雑入で、備考欄の一番上、商工業振興資金貸付信用保証料返戻金から一番下の清須

げんき商品券未使用分購入費返戻金までで、合わせて７０８万９千５４２円でございます。 

 令和２年度一般会計歳入決算のうち市民環境部所管分につきましては以上でございます。 

 引き続きまして、市民環境部歳出決算について、各担当課長より御説明させていただきます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 お願いします。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 市民課の伊藤でございます。 

 続きまして、市民課所管分の歳出について御説明いたします。 

 清須市歳入歳出決算書の５０、５１ページをお願いいたします。 

 ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、予算現額２億１千３５９万

円、支出済額１億９千４２８万１千７２８円、繰越明許費６４２万４千円、２節給料から１枚は

ねていただきまして、５２、５３ページをお願いいたします。１８節負担金、補助及び交付金ま

ででございます。 

 主なものといたしましては、個人番号カード交付費、窓口業務民営化費でございます。繰越明

許費につきましては、デジタル手続法に対応するための戸籍システム改修業務委託費でございま

す。国からの改修仕様書の提示が遅れたことにより令和３年度へ繰り越すもので、これによる稼

働までに至るスケジュールには影響はございません。 

 市民課所管分につきましては以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 篠田保険年金課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 保険年金課長、篠田でございます。よろしくお願いいたします。 

 保険年金課所管分について説明させていただきます。 

 ５４、５５ページをお願いいたします。 
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 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、予算現額２４億３千５６５万１千円、支

出済額２４億２千２７９万１６３円、１節報酬から１枚おめくりいただきまして、５６ページ、

２７節繰出金まででございます。 

 このうち保険年金課所管分は、１枚お戻りいただきまして、５５ページ、備考欄下のほうにな

ります。国民年金費２２万２千４６５円、そのすぐ下の国民健康保険特別会計繰出金６億７４３

万９千７３６円です。１枚おめくりいただきまして、５６、５７ページをお願いいたします。 

 ５７ページ、備考欄の後期高齢者医療特別会計繰入金７６億６千９万６千７４２円です。 

 １枚おめくりいただきまして、５８、５９ページをお願いいたします。 

 ４目福祉医療費、予算現額７億５千２０６万２千円、支出済額６億６千２１２万３千８７７円、

８節旅費から１９節扶助費までです。内容といたしましては、５９ページ、備考欄の医療費支給

事務費、子ども、障害者、精神障害者、母子・父子及び後期高齢者福祉各医療費支給費です。 

 保険年金課所管分については以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所生活環境課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 生活環境課長の所でございます。よろしくお願いいたします。 

 引き続き、生活環境課所管分の歳出について御説明いたします。 

 ７０、７１ページをお願いいたします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境衛生費、継続費及び繰越事業費繰越額２億２０８万１

千円を含む予算現額１４億３９万５千円、支出済額１２億７千２９６万１千４２２円、８節旅費

から２２節償還金、利子及び割引料まででございます。主なものは、斎苑施設周辺環境改善費５

億８千３７５万５千４３２円で、斎苑周辺地区の道路整備費、地区倉庫等の整備費補助金、公民

館整備費及び公園整備費でございます。このうち生活環境課所管分は、地区倉庫等整備費補助金

です。 

 その下、４目公害対策費、予算現額２８８万４千円、支出済額２５３万７千９８円、７節報償

費から１８節負担金、補助及び交付金まででございます。 

 その下、２項清掃費、１目清掃総務費、予算現額２億３千６１０万４千円、支出済額２億３千

６１０万４千円、１８節負担金、補助及び交付金で、五条広域事務組合清掃処理負担金でござい

ます。 
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 その下、２目塵芥処理費、予算現額１１億１千８２１万円、支出済額１１億６６１万１千４７

１円、７節報償費から１枚はねていただきまして、７２、７３ページ上段、１８節負担金、補助

及び交付金まででございます。主なものは、ごみ収集処理費１０億１千５０１万４９４円でござ

います。 

 続いて、３目し尿処理費、予算現額８千４０６万９千円、支出済額８千３８０万４千１４０円、

１２節委託料及び１８節負担金、補助及び交付金でございます。主なものは、し尿処理費８千３

８０万４千１４０円でございます。 

 生活環境課所管分については以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦産業課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課の梶浦でございます。 

 続きまして、産業課所管分について、歳出の御説明をさせていただきます。 

 ７２、７３ページをお開きください。 

 ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費、予算現額１千５５９万円、支出済額３８２万２４

円、１節報酬から２０節貸付金までです。そのうち産業課所管分につきましては、金融信用貸付

預託金２００万円でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、予算現額４６５万３千円、支出済額４４

１万７千９３７円、１節報酬から１８節負担金、補助及び交付金まででございます。 

 ２目農業総務費、予算現額５千４５９万８千円、支出済額５千１３４万６千７５２円、１枚は

ねていただきまして、７４、７５ページをお開きください。１節報酬から１８節負担金、補助及

び交付金までです。そのうち産業課所管分につきましては、農業振興地域整備計画策定費３９９

万３千円です。 

 ３目農業振興費、予算現額４７８万６千円、支出済額４６３万７千４２１円、１０節需用費か

ら１８節負担金、補助及び交付金まででございます。主なものにつきましては、市民農園管理費

２２５万２千３２６円でございます。 

 ７款商工費、１項商工費、１目商工総務費、予算現額３千４７７万６千円、支出済額３千２１

４万２千２６１円、２節給料から１枚はねていただきまして、７６、７７ページ、１８節負担金、

補助及び交付金まででございます。なお、１８節負担金、補助及び交付金１４万５千円のうち産
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業課所管分１１万５千円については、中小企業団体負担金及び日本貿易振興機構負担金となりま

す。 

 続きまして、２目商工業振興費、予算現額６億７千２９５万６千２００円、支出済額６億１千

２０２万５０７円、３節職員手当等から２０節貸付金まででございます。主なものにつきまして

は、地方創生推進交付金を活用した、まち・ひと・しごと創生総合戦略推進費１千３５５万９千

４４８円、愛知県と本市共同で行いました新型コロナウイルス感染症対策協力金費１億６千１８

５万８千２２０円、きよす生活応援券の支給、げんき商品券の販売を行いました地域消費喚起・

生活支援費３億８０１万５千２９９円でございます。 

 続いて、３目観光費、予算現額１億３千１８７万７千円、支出済額１億３千７５万３千９８５

円、１節報酬から１枚はねていただきまして、７８、７９ページ、１８節負担金、補助及び交付

金まででございます。主なものにつきましては、長寿命化等改修工事を行いました清洲城整備費

を含む清洲城費９千９１６万４千２７７円でございます。 

 ４目消費者行政推進費、予算現額２４１万９千円、支出済額２３１万１千２９９円、１節報酬

から１８節負担金、補助及び交付金でございます。 

 令和２年度一般会計歳入歳出決算のうち市民環境部所管分の説明は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 ただいまから審議に入るわけですが、質疑者、あるいは答弁者は必ず挙手をしていただき、指

名の後、名前を名のってから、質疑、あるいは答弁に入っていただきますようお願いいたします。 

 なお、質疑についてはページごとに行います。 

 それでは、まず、歳入から、１８、１９ページ、質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ２０、２１ページお願いします。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ２２、２３ページ、いいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ２４、２５ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ２６、２７ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ２８、２９ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ３０、３１ページお願いします。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ３４、３５ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ３６、３７ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、３８、３９ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、歳出のほうに進みます。 

 ５０、５１ページ、いいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ５２、５３ページ。 

 林委員、お願いします。 

林 真子委員 
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 林です。 

 ５２、５３ページのほうで、ここは窓口業務のことですとか、個人番号カードの交付費とか入

っておりまして、窓口業務の民営化については本会議場でもいろいろやり取りがあったんですけ

ども、１点、ここに関連してお聞きしたいんですけれども、今、御夫婦でも別居をされていたり

離婚されたりいろいろあるんですけれども、その中で、ＤＶですとか、そういう問題で別居をさ

れているというような場合に、私、他市でお聞きしたんですが、奧さんが家を出ると。それで、

そのときによその市町に行ったりすればいいんですけれども、同じ市内、例えば清須市であれば

清須市内に住居を移された場合に、通常であれば御主人が請求しても居住地が分からないように

という処置をしていただけると思うんですけれども、他市においては、同じ市内であるとそれが

できないと言われたそうなんですね。本市はその辺が窓口の民営化もいろいろされるんですが、

どのような扱いを今されているのかお聞かせください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 伊藤市民課長。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 市民課、伊藤でございます。 

 ＤＶ等で支援を申し込まれた方につきましては、当然、転居された場合ですと、変更届という

用紙がございますので、そういった用紙に記入いただきまして、新たな御住所をそういった形で

支援の対象地区として手続させていただきますので、御住所等をお知らせしないような形では手

続は取っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 一応、気をつけていただいているとは思うんですけども、他市ではそういう状況がありまして、

事情によっては、例えば、どうしても同じ市内の中でしか住所を移せなかったという方もあるよ

うですので、この辺、引き続き、そういう情報の漏れがないようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 
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 では、５４、５５ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、行きます。 

 ５６、５７ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、５８、５９ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 次、７０、７１ページ。 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 では、まず、環境衛生費のほうでお聞きしたいんですけども、お金の出の部分からいくと環境

衛生事務費になるのか分からないんですが、私に限らず、ここにいらっしゃる全ての議員さんは

そうだと思うんですけども、よく受ける相談が、自分が住んでいるところのお隣が、例えば空家、

空地になっていて草がぼうぼう生えていると。これが非常に自分のところに迷惑になると、こう

いう相談を私もかなり受けるんですね。ですので、こういう相談があったときに現在どのような

対応をされているのかお聞きしたいと思います。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所生活環境課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 生活環境課、所です。 

 委員のおっしゃるように、たくさんのそういうお声のほうを生活環境課のほうにもいただいて

おります。今現在やってるということは、まず、そういう御連絡をいただくと現地のほうをさせ

ていただきまして、写真撮影のほうを行わせていただいております。その写真を添付して、いわ

ゆるこちらのほうで職権で所有者の方等、探して、その方に通知文を送っております。写真つき

の通知文でございます。その中に、清須市内の造園業者さんの一覧と民間の便利屋さんの連絡先
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も含めたものを一緒に添付して地権者のほうに送っておるというのが現状でございます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 そうしますと、その後のフォロー、通知は出していただいて、例えば、１か月たち、２か月た

ち、その後どうなったかというのが確認はされないんですね。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所生活環境課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 基本的に、通知文を出したところに関しましては、我々、ふだんから現場に出ておりますので、

そのデータは持っておりますので、そこの場所を確認してはおるんですが、なかなか改善されて

ないというケースがよく見受けられます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 まさにそこのところで毎年のように送っていただき、その後、何か月かで処理してくださると

ころもあるんですが、なかなかやっていただけないところがあると。これは何とかしてほしいと

いう話をよく聞くんです。 

 ただ、私どもはもちろん敷地に入れませんし、そういった意味で、どこかで代執行してないか

なと思って探したんですけれども、三重県のあるところでは代執行しておりました。代執行した

おかげで件数が増えたとか、いろんなことがありましたし、このときにどう当事者から処理費用

をもらうか、いろんな問題があると思うんですけども、いろいろ精査した上であまりにも悪質で、

どうしても反応がないというか、してもらえないような場合には、こういう方法もよその地域を

研究していただいて、ぜひ踏み込んでいただきたいなと思うんです。 

 これは家の解体とか、そういうことに比べれば費用はそこまでかからないものであると思いま
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すので、ぜひ、その辺を今後調査してもらって、前向きに検討していただきたいなと思うんです

が、いかがでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所生活環境課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 生活環境課、所です。 

 条例設定とか、今、委員がおっしゃられた三重県のある町ですか、市ですか、そこにつきまし

ては、私も中のほうを見させていただいております。絶対的に代執行をする件数が少ないと、空

地の管理を条例化して、３倍、４倍に苦情の数が膨れ上がってしまうということも聞いておりま

すし、代執行に至るまでの法的手続ですね、法的根拠は全国表示のまだガイドラインがないとい

うこと等もございます。 

 これは大前提なんですが、そこの土地の持ち主が当然責任を持って対応すべきというのが大原

則でございますので、そこまではなかなかできないんですけれども、こういうお声があるという

ことも当然、私たちは事務をやっとっていろんなお声が入ってきますんで、近隣に聞いたりして

情報収集しながら、市内の方だったら、すぐお願いすれば済む話なんですが、こういうところは

なかなか遠方が多いという。相続の関係なんでしょうか、そういうところが多いもんですから、

きちっと通知文、そしてその通知文を出した後のフォローですね、現地の確認、また再度通知文、

これの繰り返しにはなっていくと思うんですが、生活環境課としては一生懸命やっていきたいと

思ってます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ありがとうございます。 

 生活環境課はいつも一生懸命対応していただいていますので、感謝はしておりますので、これ

からもこういう苦情、大変だと思いますけども、しっかりと対応していただくようにお願いをし

ます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 
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 では、７０、７１ページ、他。 

 浅野副委員長。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 ごみの関係なんですが、歳入では清掃手数料が１億３千９００万円余りで、塵芥処理料が１１

億円余の額になっております。これを割ってみますと、事業費の大体１３％にしかならないわけ

です。そうすると、私はずっと見てますが、毎年毎年、市の財政に及ぼす負担というのは増えて

くわけです。そこでお伺いしたいんですが、今後のごみの行政の在り方とごみの減量対策をどの

ように考えてみえるか、そこの点をお願いしたいと思います。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所生活環境課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 生活環境課、所です。 

 ごみ処理に占める割合、ごみだけを処分してるんですが、大変な金額を税のほうから使わせて

いただいているというのは担当事業課としては十分理解しております。 

 何でもかんでもコロナのせいにはしちゃいけないんですが、今回、全体的に家庭系の可燃・不

燃・プラ・粗大ごみの数量が実際に伸びてます。減ってるのが事業系、いわゆるコロナの関係で

営業しなかった事業所等ございますので、事業系は昨年対比で減ってはおるんですけれども、当

たり前のようにごみを出して、ごみを処分するという、いわゆる行政サービス、これは大事なと

ころではあるんですけれども、ごみの減量化につきましては、当然いろんな場所でごみの減量化

をしてください。例えば、ごみ減量化推進委員会というのがございます。その中でいかにごみを

減らしていくか。生ごみのほぼ水分の部分を絞ればごみは減るとか、段ボールコンポストを推進

するとか、そういう以前からやってることを今後もきちっと推し進めていきたいなと担当事業課

としては思っております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅野副委員長。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 分かりました。 

 それと、以前、全協の場で、コロナ禍の影響でごみ袋の生産を中国から国内に持ってきたとい
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う話がありましたけど、その後、報告を受けた記憶がないんですが、今現在はどうなっておりま

すか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所生活環境課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 生活環境課、所です。 

 ごみ袋につきましては、一時期、コロナが発生した頃、武漢ということで、いわゆる上海の港

が閉鎖されてしまったと。その中で、なかなか来なくなって、急遽、国内生産の拠点を探したと。

その中で、できてきたのが取っ手なしのやつを市民の皆さんに本当に御迷惑をかけたんですが、

それがいわゆる国内生産のものだったんですが、ほぼ国内生産ではなくて通常どおり輸入品、港

が閉鎖されてるわけではありませんし、通常どおり順調に今、国内のほうに入ってきておるもの

ですから、市民の方に以前のような御迷惑をかけるということはないと思っております。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅野副委員長。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 ありがとうございます。 

 それから、もう１点だけ。 

 今日も朝、テレビでやっとったんですが、全国的に社会問題になっておりますごみ屋敷の問題

ですね。私もある町内にごみ屋敷があるのは知っているんですが、「住んでみえないんですよね」

って聞いたら、「いやいや、奥のほうに住んでみえますよ」というところなんで、清須市内の実

態は御存じですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所生活環境課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 委員のおっしゃるようにですね、これも本当に悩ましい問題で、私、知ってます。実際に私も

含めてごみ屋敷を訪れたことがあります。役所の近くですか、五条橋かな、近くにもあるのは、

ひどいごみ屋敷でございます。呼んでもなかなか出てきてくれないというのがありますし、手紙

のほうは出させていただいたり、会えればお話のほうはさせていただくんですけれども、ごみ屋

敷も片づけてください、隣の敷地に出ないようにしてください、そういうお願いはしておるんで
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すけれども、なかなか解決に至ってないというのが現状でございます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅野副委員長。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 すみません、もう１点だけ。 

 何軒ぐらい御存じですか。確認されてますか。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 ひどいところで３軒ぐらいだったんですかね。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅野副委員長。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 ありがとうございました。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ７０、７１ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、７２、７３ページ。 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 では、し尿処理費の件で確認でお聞きしたいんですが、成果報告書の２０３、２０４ページの

ところなんですが、このし尿処理の処分料というのは、ここ３年ぐらいを見てもずっと減ってき

ています。これは下水道の整備が進んでおりますので、こういう傾向でいくのかなと思いますけ

れども、浄化槽の補助金というのは徐々に増えてきているように見えるんです。しかも、３月に

は補正を組まれて、私、ここのやり取りをお聞きしてないんですけども、やってますね。そうい

う意味で、その辺の関係ですね、処分量は減ってきているけれども、浄化槽は増えていると思っ

たほうがいいのか、その辺の御説明をお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 
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 所生活環境課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 生活環境課長の所です。 

 委員のおっしゃるように、し尿処理につきましては公共下水道供用拡大区域が広がれば減って

いくもんですから、だんだん落ちてきてます。 

 しかしながら、浄化槽清掃補助金、こちらのほうは毎年３月の最後の補正予算にていつも補正

予算を議会のほうでお認めいただいて施行しとる状況なんですが、その要因といたしましては、

令和２年４月１日に浄化槽法が改正されました。これによって浄化槽の管理というのは、７条の

検査、１１条の検査、保守点検、清掃と、これがワンセットなんですが、今回、国のほうで定期

検査をやってないというところがすごくあるんです。それに関して都道府県のほうからこの定期

検査をしっかりと受けなさいよと、指導勧告・命令、最終的には罰則まであるんですけれども、

そこまで至ることはほぼないと思うんですが、その関係で、管理している清掃業者がしっかりや

ってくださいと。 

 ７条というのが建てたばっかりのときにやって一回切りの検査です。１１条が毎年やっていた

だく検査なんですが、それをやってみえなかった方が実際多いんです。それは地元のほうからも

いろいろ聞いてますけれども、というのは、生活環境課に電話がかかってきて、業者に検査をや

れと言われたと。業者に騙されとるんじゃないかと。違いますよと。それはきちっと定められた

ことで、それが今まではやったりやらなかったりとか、今後そういうことができなくなりますよ

と。そういうことが厳しくなったということで、当然、その検査をやるときに清掃と保守点検の

資料を見せるもんですから、当然、清掃をやってないとできませんので、書類不備になりますん

で、そのあたり、１１条検査が厳しくなったことによってきちっと清掃する方が増えたというの

は一番の要因ではないかなと思ってます。 

 過年度分の申請というのも昨年度分に比べれば落ちてるんですけれども、過年度の申請もでき

ますので、そのあたりも増えた要因ではないかなというふうに分析しております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 分かりやすい御説明でよく分かりました。 
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 そうすると、これで少し落ち着いてくるというか、きちっと皆さんされるようになるので、今

の高い水準でずっとこれからも下水が整備されるまではいくのかなということでよろしいですね。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所生活環境課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 生活環境課長、所です。 

 公共下水道が進捗状況がよくなれば普通は下がってくる補助金でありますので、まだまだ１１

条の検査をやられてない方というのがお見えになるので、そこの指導は多分やられてくと思うん

ですけれども、横ばいから少しずつ下がっていけばいいんではないかなというふうに私どもは思

っております。 

 また、この補助は予算の範囲内補助でございますので、毎年、足らなくなったら必ず議会のほ

うの御承認をいただき、補正予算を上げているという補助でございますので、御理解のほうをお

願いいたします。 

林 真子委員 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ７２、７３ページは、他、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、７４、７５ページ。 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 農業振興費の関連でお聞きします。 

 清洲地区の土田・上条の民間開発の話がありますよね。そこで、農道のところに宮田用水の大

きな管が走っているんですよね。稲沢の増田地区から清洲の里の横を通って３０２、そして、ず

っと南のほうに行って五条高校の信号のとこまで行ってるんですよね。民間開発のときにこの道

路というか、宮田用水の大きな管が通ってるとこはどうされるんですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 
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産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業開発課長、梶浦でございます。 

 委員からの御質問につきましては、今、企業誘致課と計画のほうを確認しておりまして、その

道路については、触らずに道路の拡幅だけをしまして、本管のほうはそのまま維持をしていくと

いうふうに伺っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 今そのままということですか、民間開発されても、道路として残すということですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 梶浦でございます。 

 その件につきましては、開発業者との計画ですので、あくまでも将来的には計画で今の業者と

は残していきたいというところでございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 それと、もう１点、用水路は幅は狭いんですけど、距離がたくさんありますよね。この用水路

の所有ってどこですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業開発課長、梶浦でございます。 

 勉強不足のところもございますが、用水路につきましては、市の土木課所管だというふうに考

えておりまして、市の所有だと考えております。 

 以上でございます。 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 そうすると、民間開発で用水路を買収っていう話は多分出てきますよね。ということは、市と

民間会社の方で契約をされるということですか。用水路のところはどうなるんですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 委員の御質問につきましては、すみません、今、開発のほうを所管しています企業誘致課と確

認をしまして御答弁させていただきたいと思います。今はそこまで私のほうは承知しておりませ

ん。申し訳ございません。 

久野 茂委員 

 後でよろしくお願いします。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、７４、７５ページ。 

 浅野副委員長。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 報告書の２１１ページ、市民農園のことをお聞きしたいんですが、管理費が２２５万２千３２

６円、市民農園の使用料が１８万５千８８０円、レジャー農園の利用料が１３８万２千２８０円、

そして一般財源で６８万４千１６６円となっております。私、調べさせていただいたら、市民農

園につきましては使用料で、レジャー農園につきましては雑入の利用料で歳入が上がっておりま

すが、これは条例とたしか片方は要綱だったと思うんですが、前にお聞きしたときに、何で２つ

の市民農園とレジャー農園があるのって聞いたら、春日地区の関係ですよという話になっとった

んですが、これは一本化されるお考えはありませんか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦産業課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 
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 産業課、梶浦でございます。 

 市民農園につきましては、宮重レジャー農園、春日地区の該当することになると思います。こ

の市民農園のできた経緯につきましては、市民農園整備促進法の手続を得まして改正された市内

２１か所あります市民農園のうち唯一の農園になります。こちらにつきましては、特定農地貸付

の用で係る土地ということで、少し他の土地とは意味合いが変わっておりまして、また、中の施

設につきましても、水道や特に休憩施設、ベンチなどがある唯一の施設ということで、他の２０

か所のレジャー農園とは意味合いが違っておりますので、そのことで引き続きこのような形態で

運営をさせていただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅野副委員長。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 分かりました。 

 それと、先ほどの一般財源が６８万４千１６６円、この部分は税金から持ち出してみえるわけ

ですよね。農園を御利用になられる方というのは本当に特定な個人の方が御利用になられるわけ

ですよね。一般の普通の方はこういうところは使われんわけですよ。そうしますと、昔からよく

言う受益者負担の原則じゃありませんけれども、ここの６８万４千１６６円の部分はたしか全部

で５２２区画ですか。５２２区画で割りますと、１区画、年間約１千円ですよ。ここら辺を使用

料云々にオンするというお考えはありませんか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業開発課、梶浦でございます。 

 委員の御指摘のありました費用対効果につきましては、このレジャー農園について、現況です

けども、今、５２２区画のうち９６％の使用率でございます。この率については非常に高いと認

識しておりまして、特にレジャー農園の使用の目的につきましては、当然、市民が土に親しみ、

高齢者が主になりますが、生きがいづくりになると思います。また、担い手不足が深刻でありま

す田んぼや畑の耕作者の育成ということで、近年ようやくこちらの体験塾を含めてレジャー農園

を使っている方が農地を本格的に借りられるという事例が出てきましたので、そういった面でも
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農業の振興については欠かせないというふうに考えております。 

 また、近年、利用者の中で非常に外国人が増えております。居住いただく外国人の余暇にも非

常に役立っているんではないかというふうに考えておりまして、引き続き、レジャー農園の管理

について御理解をいただきたいと考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅野副委員長。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 分かりました。 

 ありがとうございました。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ７４、７５ページは。 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 １点、農業振興地域整備計画の中で策定費が上がっておりまして、成果報告書２０７ページ、

２年目で策定をしたということであったんですが、成果報告書の事業成果の中に、最後のところ

で、農地の保全や農業を営む上での課題や方向性が明確になったとありますので、せっかく策定

されましたので、この内容を御説明いただきたいと思います。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 こちらの計画策定費につきましては、令和元年度から２か年をかけてやっております。その中

で５００戸の農家にアンケートを行いました。有効回答率が６２．４％で、約３２０件ほどの回

答をいただきまして、その中でいろいろ今、請願も出ておりますけども、もう既に想像がつくこ

となんですけども、担い手としての従事者の高齢化、こちらについては６０歳以上が今８５％ぐ

らいになっております。また、今後の農業への考え方における廃業の意思がかなり明確になりま

した。こちらについても既にやっていない方が２５％、やめたい・縮小を希望される方が５４．
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８％で、約８割の方が既に農業従事に関しては意向がないということが明確になりました。 

 このことで、私ども農政、農業振興を図る上では、農業を担う方の育成等、農業従事者の安定

的な就業の促進計画が必要じゃないかということで、そのあたりが明確になったと認識しており

ます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ありがとうございます。 

 私も農家ではありませんので、そういう御苦労をお聞きするぐらいしか分かりませんけれども、

これからこの地域にとってもすごく大切なことで、こうだろうと思っていたことがアンケートを

通じてはっきり出たということですので、この課題の解決に向けて、今までもやってきていただ

きましたけれども、より一層明確に目標を持って進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ７４、７５ページは他にはよろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、７６、７７ページ。 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 何点か。 

 １点目なんですが、まず、商工業振興費の中の空き店舗活用費、成果報告書の２１６ページな

んですが、私が記憶している限り、空き店舗はこの２店舗のことでずっと事業費が出ているわけ

ですけれども、今後、例えば、美濃路であれば空家とか空き店舗、空家に近いのかも分かりませ

んけれども、住居されてますので、すごくあると思うんですね。こうしたところに何か活用を働

きかけたりとか、そういう展開も今後考えていらっしゃるのか、それとも、あくまでもこの２つ

の店舗の事業でいかれるのか、その辺の今後の計画をお聞かせください。 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 空き店舗活用費におきまして、市で今、運営をしております飴茶庵と一休庵の２か所につきま

しては、現況、地域の活性化、また有効活用に関して今できているのかと言われますと、できて

いないというのが現状だと思います。 

 こちらの２か所の施設の運営につきましては、飴茶庵については土地を含めて不動産を市民の

方から寄附によって再建された施設になりますので、こちらについては施設の景観維持を大前提

に、民間事業者の方などへの賃貸借を今、検討しておるところでございます。 

 また、一休庵につきましては市民からの賃貸物件になりますので、所有者の意向を伺いながら、

返還を含めて検討してまいりたいと考えております。 

 また、最後に、委員のほうから御質問がありました空き店舗活用事業の新たな取組につきまし

ては、今、西枇杷島地区の美濃街道沿いにも幾つかの飲食店や雑貨店が開業しております。少し、

この地区につきましては、民間の方によって活性化している機運もありますので、そのような動

向を見極めながら、今のところ市が行う新たな補助事業については考えていないというのが回答

となります。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 分かりました。 

 今のところは考えておられないようですけども、先ほどおっしゃったように、面白い店ですと

か、いろいろあそこはできてきておりまして、この辺ですね、こういうふうな流れで行くのかあ

れですけれども、また今後も個人店舗だけじゃなくて、ここの地域の活性化に向けて取り組んで

いっていただきたいと思います。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ほか、よろしいですか。 
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 いいですよ、どうぞ続けて。 

林 真子委員 

 林です。 

 では、次に、中小企業金融対策費のほうでお聞きします。 

 報告書の２１９ページなんですけれども、少しこれは内容の確認なんですけれども、これも事

業成果のところを見ますと、新型コロナウイルス感染症の影響で非常に信用保証付融資が激増し、

多くの申請を受け付けたと、このように成果報告に書かれているんですが、決算額としてはかな

り減っています。この辺の関係の御説明、コロナとの関係もあると思うんですが、御説明をお願

いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦産業課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 委員の御指摘の信用保証料助成金制度につきましては、コロナ禍以前の平常時につきましては、

運転資金や設備投資のための借入れの融資に関して、市が２０万円までの限度額で保証料に対し

て助成をするものでありまして、昨年につきましては２１７万５千１００円ということで、一昨

年に比べましてかなり件数及び金額も減っております。 

 昨年の件数は２７件、一昨年については１００件以上ございました。そちらのほうで大分落ち

てはいるんですけれども、下のほうですね、事業成果の中で申請が増えたというところにつきま

しては、昨年度はコロナ禍の影響で、実質、無利子・無担保の融資制度が多くなりまして、借入

れのほうも借換えがかなり増えまして、そちらのほうにかなり流れたという実績がございます。 

 本市助成金でいえば、先ほど御案内しました助成はないのですが、事業認定作業のみが激増し

まして、その数は１千２７８件に上りました。助成対象の借入れが２７件と減少し、その助成額

が事業費の２１７万５千円となった理由については、このような理由になります。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 よく分かりました。ありがとうございます。 
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 かなりの相談内容があったということで、これを受け付けていただいたということで、国のほ

うの政策を活用してということで、よく分かりました。 

 ちなみに、今、現状ですね、今年度はどのような感じになっておりますでしょうか、相談内容

ですとか、件数ですとか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦産業課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 現況の申請につきましては、去年のような無利子・無担保の融資というのは少し落ち着いてい

るような感じがします。また、当然、そういった有利な融資が多いですので、平常時に行われる

申請のほうはほぼなくなっているというのが現状でございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 分かりました。 

 いろんな制度をお知らせして、困っている方に寄り添っていただくという相談については、今

後も大変だと思いますけども、しっかりお願いしたいと思います。 

 引き続いてもう１点だけ、その下のところのまち・ひと・しごと創生総合戦略費のところです

が、２２０ページの成果報告書、これは以前もどこかのやり取りの中で聞いたような気もするん

ですが、観光協会の組織強化ということで、調査ですとかコンサルティング分析をされているわ

けです。改めまして、この分析結果と今後の方針と今回も新しくいろんな事業ができてるわけで

すけれども、この時点でコンサルティングの分析の話ですね、どのような内容でどのように捉え

られたのかお聞かせいただきたいと思います。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 まちの観光・産業にぎわいプロジェクト費の中で、観光協会が実施主体となりまして取り組ん
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だ事業の組織強化の中で、昨年度、戦略策定等強化業務ということで６４８万円ほど支出をさせ

ていただきました。その中の主な観光協会の商品に係るコンサルティング分析ということで、昨

年度、観光資源の調査ということで、既に観光ルートマップ等で紹介済みの見どころや飲食店舗

を除いて、特に若い女性、俗に言うインスタ映えする隠れスポットを実際に女子大生のグループ

ワークでフィールドワーク等で見つけていただきました。 

 また、観光協会の商品に関するコンサルティング分析につきましては、今、アイス、またカレ

ーなどを既存商品として販売をしておりますが、その販売の販路拡大に向けまして、商品価値の

向上や販売チャンネルの多様化、また認知拡大の必要性の手法などを提案をいただきまして、参

考とさせていただきました。 

 また、他の城郭を有する自治体、こちらの地区でいえば岐阜の岩村城とか、岡崎の岡崎城とか

犬山城などの取組を御紹介いただきまして、販売の販路拡大で参考とさせていただきました。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ありがとうございました。 

 梶浦課長の場合もずっと本当にこの分野で中心になって仕事をされてきた方だと思うんですけ

ども、その梶浦課長から見ても新たな気づきというか、発見というか、そういうのがあった分析

結果だったと、このように捉えていらっしゃるんでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 先ほど御説明したとおり、若い女性の目線というのは我々とは全く違った視点でまちのほうを

見られまして、先ほど御質問にもありました美濃街道沿いの新たな店舗ですね、飲食店とか、ま

た古い銭湯とか、着目点が少し違うなというところで感じたところでございます。 

 今年度いっぱいで、観光協会の事業になりますが、観光と産業の情報冊子、またホームページ

の更新などを行っております。既存のホームページとか冊子ではなくて、少し若い方が検索して

見ていただけるようなものにぜひ活用していきたいということで、特集記事などを作って、今、
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私どもの若い係が中心になって今、取り組んでおりますので、そのあたりで新たな客層、市内に

観光客を迎え入れられる体制を構築していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ありがとうございました。 

 これからも期待しておりますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅野副委員長。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 １つだけお願いします。 

 清洲城整備費の内容を教えていただけますか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 長寿命化工事の昨年度につきましては２期目に当たりまして、主に天主閣の外壁の補修を行い

ました。経年劣化で大分いろんなところが傷んでおりまして、全て足場を組みまして外壁の再調

査と補修のほうを行いました。 

 また、室内につきましては、空調のほうも更新をさせていただきまして、昨年度で２か年にわ

たる長寿命化の工事のほうは終了したということで終えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅野副委員長。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 ありがとうございました。 

 この財源となる清洲城整備事業基金を見ると、残高が６００万円程度で残り僅かになってまい
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りましたが、私が言うのもおかしいのかもしれませんけれども、清洲城とか清洲公園、古城跡一

帯ですね、これは他の地域にもありますけれども、清須市の観光の名所でございまして、今後も

市のシンボルとして、市民のふれあいの場として、観光の拠点として適切に管理運営をしていた

だきたいなと思っております。 

 そこで、課長の意気込みをお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 清洲城につきましては、新しい鉄筋コンクリート造りの建物ではございますが、他にはない中

の見学施設となっております。委員の皆様もいろんな市の城郭のほうに行かれたことはあると思

うんですけども、私どもの施設につきましては非常にですね、大人から子どもまで楽しんでいた

だける施設、また中の空調設備も整っておりますので、そういった面では本当に城郭マニアの方

だけではなくて、広い世代の方に楽しんでいただける施設と考えております。 

 また、浅野委員がおっしゃったように、古城跡公園、清洲公園も歴史ある公園でありまして、

今こういう時期ではありますけども、新しい試みで今、新たなものを造ろうという計画もしてお

ります。そういった中で、親子連れや今まで少なかった来場者の層を呼び込むことが必要ではな

いかということで、積極的に取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅野副委員長。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 ありがとうございました。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 他、よろしいですか。 

 天野委員。 

天野 武藏委員 

 ２２番、天野です。 
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 今の観光費のところでお聞きしますけど、これは石田部長に聞こうかな。 

 今の清洲城の管理費とか、ふるさとのやかた管理費のこの清洲城一帯のところを民間に委託す

るといいますか、民間委託するなら指定管理者制度になるかなと思ったりするんですけど、そう

いうところの考えは今、当局のほうは持ってみえるかどうか、まずお聞きします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 石田部長。 

市民環境部長（石田 隆君） 

 市民環境部長の石田でございます。 

 私が産業課長をやらせていただいたときには、８万人ぐらいの有料入場者数があったと思いま

すが、それからずっと減少傾向にあって、今はコロナ禍ということで非常に減っておるというと

ころでございます。 

 努力してないわけではございませんで、いろいろイベントを打ったりとか、いろんなことをや

ってるんですが、直営で運営するっていうところについては限界があるかなというふうには思っ

ております。ですので、今、正直言って、指定管理ができないかという検討はさせていただいて

おります。 

 指定管理も清洲城だけでいいのか、公園、駐車場、やかたとありますので、その辺を含めたほ

うがいいのか、当然、含めれば収益っていうことにつながりやすいというふうには思うんですが、

まずもって進めることが重要かなというふうに感じております。したがいまして、まずは清洲城

の指定管理に向けて、今いろいろと研究もしておりますので、できれば、そちらの方向に持って

いきたいというふうには考えておるところでございます。 

 ただ、１点、清洲城というのは旧清洲町の町民の皆さんのシンボルでもありますので、指定管

理にすると直営から民間に替わると。それに対する反応というのがよく分からん部分がございま

すが、市の運営だけでいけば指定管理というのはあるべき姿かなというふうに考えておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 天野委員。 

天野 武藏委員 

 方向性として一応考えはあるということですが、ここだけの数字を捉えると、ふるさとのやか
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たも含めた管理費は２千６８０万円ぐらいで、清洲公園、古城跡も１千１００万円出すと３千７

００万円ぐらいの支出がここだけで要って、入だと清洲城だと９９０万円で約１千万円というこ

とは、やっぱり２千７００万円から３千万円近いお金が、指定管理にしてもどっちにしても役所

が出さないけないということで、指定管理するということは、指定管理者も当局もウインウイン

の関係じゃないと、そこをうまくどこまでするんか。僕は簡単に思えば、お祭りなんかもあった

りしますよね。そういうのを含めて全て民間のほうにやらせてやって、民間にどうしたらお客さ

んが呼べるとか、そういうとこも民間の知恵って結構あると思うんです。だから、そういうウイ

ンウインのところをうまく利用していただいて、少しずつ考えていってもらえたらどうかなと思

っているんですけど、今もちろんどこまでをするかということが一番大事だと思いますけど。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 石田部長。 

市民環境部長（石田 隆君） 

 指定管理にすると、例えば財政的に支出のほうが減るとか、そういったことももちろんあるん

ですが、多分、初めのうちは基本的に支出については、要は歳入と歳出があって、その部分の穴

埋めとして民間委託費としてお金を払うということで運営が成り立つかというと案外とそういう

ことでもなくて、民間委託をすると他にも人件費というところで係る部分は確かにありまして、

必ずしも最初のところは安くはならないというところが１つ言えると思うんですが、私どものノ

ルマとしては、新たな支出を出すということは避けるべき話だというふうに思っておりますので、

その不足分、最低でも歳入と歳出の足らず米分ぐらいでできるような民間委託をするよう努力し

ていかないかんかなというのが１つと、それから、周辺施設を一緒に指定管理にするっていうと

ころにつきましては、まず初めての試みもございますので、先ほど私、申したように、１つ進め

ていくという、一歩前進するということが必要だというふうに思っております。ですので、清洲

城からまず指定管理のほうを検討させていただきたいというふうに思います。 

 いろんな使い方があるかと思います。例えば、月曜日は定休になっておりますので、そこでの

活用で収益を上げていただくとか、直営ではない民間のノウハウを十分活用していただいて、い

ろいろともうけを出していただいて何とか帳じりが合うような形で民間委託のほうが進んでいけ

ればというふうに考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 
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 天野委員。 

天野 武藏委員 

 部長のお考え、そのとおりだと思うんです。やはりもうけを民間のほうでどういうような形で

やっていただけるか考えてやっていただくということは、１つの例として、旧清洲町時代にアル

コ清洲を民間委託して指定管理者制度をしたことによって金額的にも大分浮いたり、民間の方の

努力によって教室の生徒がたくさん増えたとか、そういうことがありますので、いいこともある

と思うんです。そこをうまく民間の力を引き出して、もしやられるんだったら、そんな形で考え

てやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 他、よろしいですか。 

 このページで私からも質問させていただきたいと思います。 

 では、委員長の職を浅野副委員長にお願いいたします。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 副委員長の浅野でございます。 

 これより委員長の職に当たらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、質疑を受けます。 

 高橋委員長。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 高橋でございます。 

 空き店舗活用のとこで私からも関連して質問させていただきたいんですけども、先ほど林委員

からも質問がありまして、一休庵、飴茶庵ということは市のほうでやっとるんですけど、それ以

外にも先ほど答弁にもありましたけど、地元の民間の地域の方々の機運が盛り上がってまして、

空家を再生して店舗が最近できてきているということでありました。カフェですとか、雑貨屋だ

とか、今も現在進行形で、どうもいろんな空家をそういった方々が当たって、何か再生しようと

いう動きもあるようでございます。私が見ておる中で、若い人の流れというのもできつつあるの

かなというふうに思って見ております。 

 先ほどの話の中でこういった動向を見定めていきたいというような答弁だったんですけど、一

歩踏み込んで、こういった民間の１つのかけがえのない動きだと思います。商業振興、また美濃
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路の１つの清須の観光の柱として盛り上げていくため、こういった１つの動きに連携、あるいは

支援ということは必要かなと思うんですけど、その辺のお考えをお伺いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 空き店舗活用につきましては主に美濃路のことだと認識しておりますけども、以前にも空き店

舗活用ということで補助事業をやった経験もございます。そのときの反省点も多々ございました

ので、直接、市が市費を投じて支援するということは、今、慎重にならざるを得ないのかなと思

っております。 

 ただ、先ほど委員もおっしゃったように、私も説明のほうで申し上げたとおり、民間の方の貸

出し、借受けですね、機運が高まっておりますので、そういった点で、今、実際に営業されてま

す飲食店とか雑貨屋さんにつきましては、他の事業のほうになるんですけど、観光・産業にぎわ

いプロジェクトのほうで、また、これは観光協会の事業にはなるんですけど、デジタルマップと

か、さっき申し上げた情報冊子なんかで積極的に取上げをさせていただいて、若い方、より来店

されるような取組をしたいと考えております。 

 また、同時に、周遊型観光というのも非常に重要かと認識しておりますので、そういった点で、

清洲城、またキリンビール、朝日遺跡などから周遊して美濃路のほうにも回っていただけるよう

な取組を図っていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 高橋委員長。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ぜひ、歴史ある美濃街道、１つの観光の柱としてまたしっかりと育てていただきますようによ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 以上で、高橋委員長の質疑を終わります。 

 ここで私の委員長の職を終了し、高橋委員長にお返しいたします。 
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 お願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 あと少しなので行っちゃいますね。 

 ７８、７９ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、これで質疑は終わります。 

 ここで休憩に入りたいと思います。 

 １１時１０分まで休憩とさせていただきます。よろしくお願いします。 

（ 時に午前１０時５６分 休憩 ） 

（ 時に午前１１時０８分 再開 ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 皆さんおそろいなので、再開させていただきます。 

 次に、認定第２号 令和２年度清須市国民健康保険特別会計決算認定について、歳入歳出続け

て説明をお願いします。 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 保険年金課、篠田でございます。よろしくお願いします。 

 認定第２号 令和２年度国民健康保険特別会計決算について説明させていただきます。 

 決算書１１２、１１３ページをお願いいたします。 

 初めに歳入です。 

 １款国民健康保険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、予算現額１３

億１千９１１万８千円、収入済額１３億１千３９８万７千５８８円、不納欠損額２千９５４万１

千９９円、収入未済額２億７千５１９万９千８５３円、１節現年課税分と２節滞納繰越分です。

徴収率は、現年課税分９３．０４％、滞納繰越分２２．３３％となりました。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税、予算現額９３万５千円、収入済額４５万８千６７５円、

不納欠損額４８万１千１７９円、収入未済額９４万２千４０１円、１節現年課税分と２節滞納繰

越分です。徴収率は滞納繰越分のみで、２４．３７％です。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、予算現額１千円、収入済額はあ
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りません。１節過年度分です。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、予算現額３５０万９千円、収入済額１千６２８万８

千円、１節総務管理費国庫補助金で、内容は、マイナンバーのオンライン資格確認等システム整

備費に係る補助金です。 

 ３款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金、１目療養給付費交付金、予算現額１千円、収

入済額はありません。１節過年度分です。 

 ４款県支出金、１項県交付金、１目保険給付費等交付金、１節普通交付金分と２節特別交付金

分です。予算現額３８億４千７７６万４千円、収入済額３６億８千６９６万４千３５６円。主な

内容は、特別調整交付金分５千７０４万２千円です。 

 ２目財政安定化基金交付金、予算現額１千円、収入済額はありません。１節財政安定化基金交

付金です。 

 ５款財産収入、１枚おめくりいただきまして、１１４、１１５ページをお願いいたします。１

項財産運用収入、１目利子及び配当金、予算現額１千円、収入済額７７９円です。１節利子及び

配当金です。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、予算現額６億１千６３１万８千円、収

入済額６億７４３万９千７３６円、１節職員給与費等繰入金から５節その他繰入金までで、一般

会計からの繰入金でございます。 

 ７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、予算現額１億１千４７３万２千円、収入済額１億１千

４７３万１千９４７円、１節繰越金です。 

 ８款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金、予算現額２千円、収入済額８７３万

２千円、１節一般被保険者延滞金と２節退職被保険者等延滞金です。 

 ２項雑入、１目滞納処分費、予算現額１千円、収入済額はありません。１節滞納処分費。 

 ２目一般被保険者第三者納付金、予算現額１千円、収入済額２３０万９７７円、１節一般被保

険者第三者納付金です。 

 ３目退職被保険者等第三者納付金、予算現額１千円、収入済額はありません。１節退職被保険

者等第三者納付金です。 

 ４目一般被保険者返納金、予算現額１千円、収入済額３２６万６千２２９円、１節一般被保険

者返納金です。 

 ５目退職被保険者等返納金、１枚おめくりいただきまして、１１６、１１７ページをいたしま
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す。予算現額１千円、収入済額はありません。１節退職被保険者等返納金です。 

 ４目、５目ともに主な内容は、被保険者からの医療費等の返還金です。 

 ６目雑入、予算現額１千円、収入済額４千４５４円、１節雑入です。 

 歳入の説明は以上でございます。 

 続きまして、歳出です。 

 １１８、１１９ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、予算現額５千４５８万円、支出済額５千７６

万２千６０６円、１節報酬から１７節備品購入費までです。 

 ２目連合会負担金、予算現額５９万３千円、支出済額４９万５千６５０円、１８節負担金、補

助及び交付金です。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費、予算現額４５６万８千円、支出済額２８４万３千５０８円、１

０節需用費から１２節委託料までです。 

 ２目滞納処分費、予算現額２千円、支出済額はありません。１０節需用費及び１１節役務費で

す。 

 ３項運営協議会費、１目運営協議会費、予算現額２４万４千円、支出済額１７万５千７７円、

１節報酬及び１０節需用費です。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、予算現額３２億４千９３９万

８千円、支出済額３１億１千４６３万７千８０９円、１８節負担金、補助及び交付金です。 

 １枚おめくりいただきまして、１２０、１２１ページをお願いいたします。 

 ２目退職被保険者等療養給付費、予算現額２０万円、支出済額はありません。１８節負担金、

補助及び交付金です。 

 ３目一般被保険者療養費、予算現額５千９３５万２千円、支出済額５千１６万５千５３８円、

１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ４目退職被保険者等療養費、予算現額２万円、支出済額１千３８円、１８節負担金、補助及び

交付金です。１目から４目までの主な内容は、医療費保険者負担分の支払いや療養費等支給に関

するものです。 

 ５目審査支払手数料、予算現額１千１５２万円、支出済額１千２１万８千５２０円、１２節委

託料で、主な内容は、診療報酬明細の審査及び支払手数料です。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、予算現額４億８千４９万３千円、支出済額４
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億２千５１８万３千５４１円、１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ２目退職被保険者等高額療養費、予算現額５０万円、支出済額はありません。１８節負担金、

補助及び交付金です。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費、予算現額１千円、支出済額はありません。１８節負担

金、補助及び交付金です。 

 ４目退職被保険者等高額介護合算療養費、予算現額１千円、支出済額はありません。１８節負

担金、補助及び交付金で、１目から４目までは高額療養費支給に関するものです。 

 ３項移送費、１目一般被保険者移送費、予算現額１千円、支出済額はありません。１８節負担

金、補助及び交付金です。 

 １枚おめくりいただきまして、１２２、１２３ページをお願いいたします。 

 ２目退職被保険者等移送費、予算現額１千円、支出済額はありません。１８節負担金、補助及

び交付金です。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、予算現額３千７８０万円、支出済額２千２４５万９

千６６１円、１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ２目支払手数料、予算現額１万９千円、支出済額１万１千１３０円、１２節委託料です。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭費、予算現額４７５万円、支出済額３３０万円、１８節負担金、補助

及び交付金です。 

 ６項傷病手当金、１項傷病手当金、予算現額２２０万円、支出済額３０万３千９２６円、１８

節負担金、補助及び交付金です。 

 ３項国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費、１目一般被保険者医療給付費、予算現額１

２億４千８１２万７千２０７円、支出済額１２億４千８１２万７千２０７円、１８節負担金、補

助及び交付金です。 

 ２目退職被保険者医療給付費、予算現額１０６万４千７９３円、支出済額１０６万４千７９３

円、１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ２項後期高齢者支援金、１目一般被保険者後期高齢者支援金、予算現額４億５３２万５千円、

支出済額４億５３２万４千７８４円、１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ３項介護納付金、１目介護納付金、予算現額１億５千８２万１千円、支出済額１億５千８２万

４０３円、１枚おめくりいただきまして、１２４、１２５ページをお願いいたします。１８節負

担金、補助及び交付金で、１項から３項までの主な内容は、保険者である愛知県に支払う事業費



－38－ 

納付金でございます。 

 ４款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療共同事業医療費拠出金、予算現額１

千円、支出済額はありません。１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ２目保険財政共同安定化事業拠出金、予算現額１千円、支出済額はありません。１８節負担金、

補助及び交付金です。 

 ５款財政安定化基金拠出金、１項財政安定化基金拠出金、１目財政安定化基金拠出金、予算現

額１千円、支出済額はありません。１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ６款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費、予算現額５千６６

２万７千円、支出済額３千２７万２円、１０節需用費から１２節委託料までです。主な内容は、

国民健康保険で実施しております特定検診に関するものです。 

 ２項保健事業費、１目疾病予防費、予算現額９２４万円、支出済額４１６万７千４１２円、７

節報償費から１８節負担金、補助及び交付金までで、主な内容は、人間ドック受診費補助やジェ

ネリック差額通知など、疾病予防に関するものです。 

 ７款基金積立金、１枚おめくりいただきまして、１２６、１２７ページをお願いいたします。

１項基金積立金、１目財政調整基金積立金、予算現額１千円、支出済額７７９円、２４節積立金

です。 

 ８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金、予算現額１千万

円、支出済額７８６万８千２６８円、２２節償還金、利子及び割引料です。 

 ２目退職被保険者等保険税還付金、予算現額１０万円、支出済額はありません。２２節償還金、

利子及び割引料です。 

 ３目一般被保険者還付加算金、予算現額１０万円、支出済額はありません。２２節償還金、利

子及び割引料です。 

 ４目退職被保険者等還付加算金、予算現額１０万円、支出済額はありません。２２節償還金、

利子及び割引料です。 

 ５目償還金、予算現額２千円、支出済額はありません。２２節償還金、利子及び割引料で、主

な内容は、国民健康保険税還付金及び国・県への返還金に関するものです。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金、予算現額９千４７３万３千円、支出済額９千４７３万１千

９４７円、２７節繰出金で、一般会計への繰出金です。 

 ９款予備費、１項予備費、１目予備費、予算現額２千万円、支出済額はありません。 
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 歳出の説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 何点かいいですか。 

 まず、初めに、国保の全体の事業費が減っておりますけれども、これはどのような要因で減っ

ているんでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 歳出がかなり減っておる原因としましては、やはりコロナ禍でありましたこともありまして、

医療費が昨年よりも大体８％ほど落ちております。金額としては大体２億３千万円ぐらいの金額

になりまして、それが一番大きい原因になります。 

 あとは事業費納付金のほうも１億円弱ぐらい請求が減っておりまして、そちらのほうも歳出が

減った原因というふうに考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 分かりました。 

 今年度はそのような状況はどのようになっておりますでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 医療費については、一昨年並に戻ってきてはおります。ただ、昨年があまりにも少なかったも
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のですから、一昨年との比較になりますので、多少増えてるかなと、今、印象を持っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 あまり医療も控えていただいても困る部分もありますので、その辺は皆様が上手にというか、

されているのかなと思います。 

 次に、徴収率ですね、先ほど説明はありましたけれども、これについて、例えば愛知県の平均

の収納率が徴収率に比べて本市はどうなっているのかお聞かせください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 まず、県の３８市があるんですけど、そちらの平均が９４．５５％になります。本市の収納率

は９３．０４％ですので、県のほうよりは下ということになりまして、これを順位で見ますと３

８市のうち清須市は３０位という下のほうになってしまいます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 その辺をどう捉えられるか、収納課のお話かもしれませんけれど、今後、徴収率を上げるため

にどのような努力をされていくのかお聞かせいただきたいと思います。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 保険年金課のほうで実施していることとしましては、来庁されたときに未納のほうをお願いで

きないかという一声はかけさせていただいております。 

 今、保険給付の支払いがあるんですけれども、今、コロナの関係で郵送でやることが非常に多

くて、そちらのほうのお声がけがなかなか状況であります。ですので、今後お届けいただいた場

合については、そういったお声かけをしていこうと考えております。 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 滞納とか支払われていない方にどう相談に乗ってあげて、どう無理ないところで支払っていた

だくかということがすごく大事になってくると思うんですが、滞納が続きますと短期証ですとか

資格証ですとか、一時的に使えるものの発行になると思うんですけども、本市はこの辺の発行状

況はどのようになっておりますか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 短期証については、今回８月に一応呼出通知を出させていただいて、市のほうへ来て更新をし

ていただくということを通知申し上げたんですけども、数は４１１世帯対象に通知を出しました。

その方々の期限は一応６か月にさせていただいて、順次来ていただいた方から交付をしておりま

す。 

 また、資格証については、本市は交付はしておりません。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ４１１件を対象で呼出しをかけたというんですか。それとも、この方々が一応相談に来られた

という意味ですか。分かりにくかったんですけど。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 この４１１人というのは、短期証対象者ということで、私どもが把握した人数でございます。

手紙をその方々にお送りして、今、８月から順次更新にみえてるという状態です。まだ１００％

には至ってないです。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 
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林 真子委員 

 相談に来られないとお渡ししないものになると思います。そうした中で、御家族で、未成年の

方とか、そういう家族もあると思いますので、しっかり来ていただいて、これを発行していただ

くということは引き続き取り組んでいただきたいと思います。 

 最後に、県のほうからいろいろ支出金というか、頂くわけでして、それに対してはいろいろな

条件付というか、いろんなところがあると思います。努力義務といいますか、努力したところに

は出すという部分がありますね。この辺について努力をどのようにされていて、それに対して金

額をしっかり頂けてるのかどうか、認識をお聞きします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 今、委員が言われた保険者努力支援という交付金があるわけなんですけど、清須市の場合は弱

いところが、特定健診の受診率が低い関係で、そちらのポイントが取れてないという事実があり

ます。 

 あとですね、調剤の重複をされている方が結構多くて、そういった方に勧奨して、何とかそう

いうのを控えられないかという通知等も出させていただいているところです。 

 ここには入らないんですけど、基盤安定負担金て軽減に係る負担金なんですけども、こちらの

ほうは軽減に対するものでありますので、私ども担当課といたしましては、未申告者を１人でも

多く減らして、そちらの負担金のほうを増やしていこうという試みでおります。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 よく分かりました。 

 特定健診のほうは健康推進課のほうともいろいろ協力していただきまして、コロナ禍ではあっ

たんですけども、これは上げていくしかないと思います。 

 おっしゃったように、低所得者世帯の方の軽減ですね、これを受けられていない方、ぜひ、こ

こを受けていただければ両方がすごくメリットになります。また、この部分についてはしっかり

といろんな方策を考えていただいて、他の議員からもいつもありますけれど、この対象の方にし

っかり受けていただくように要望させていただいて、質問を終わります。 
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 ありがとうございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 その他、質疑のある方の挙手をお願いいたします。ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、これで質疑を終わります。 

 認定第２号 令和２年度清須市国民健康保険特別会計決算認定について採決いたします。 

 賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 全員賛成であります。 

 よって、認定第２号 令和２年度清須市国民健康保険特別会計決算認定については、認定すべ

きものと決しました。 

 次に、認定第４号 令和２年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定について、歳入歳出続

けて説明をお願いいたします。 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 保険年金課、篠田です。 

 認定第４号 令和２年度後期高齢者医療特別会計決算について説明させていただきます。 

 決算書の１５８、１５９ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入でございます。 

 １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、予算現額４億

３千７８６万３千円、収入済額４億３千８７９万７千５００円、収入未済額マイナス３７万４千

７００円、１節現年度分です。 

 ２目普通徴収保険料、予算現額４億２９３万円、収入済額３億７千２１８万７千７００円、不

納欠損額１５８万１００円、収入未済額６３８万６００円、１節現年度分及び２節滞納繰越分で

す。徴収率は、現年度課税分９９．５９％、滞納繰越分２９．９４％となりました。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、予算現額７億６千６９３万５千円、収
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入済額７億６千６０９万６千７４２円、１節職員給与費繰入金から４節療養給付費繰入金までで

す。 

 ３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、予算現額２千９８９万２千円、収入済額２千９８９万

２９６円、１節繰越金でございます。 

 ４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金、予算現額１千円、収入済額３万４千

１００円、１節延滞金です。 

 ２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、予算現額７０万５千円、収入済額５４万６千

円、１節保険料還付金です。 

 ２目還付加算金、予算現額１万円、収入済額３千６００円、１節還付加算金です。 

 ３項雑入、１目雑入、予算現額５６４万４千円、収入済額５６４万２千８２２円、１節雑入で、

主な内容は、前年度の後期広域連合運営費の過年度精算金です。 

 ５款国庫支出金、１枚おめくりいただき、１６０、１６１ページをお願いいたします。 

 １項国庫補助金、１目民生費国庫補助金、予算現額４１万８千円、収入済額８万３千円、１節

社会福祉費補助金です。内容は、後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金です。 

 歳入の説明は以上でございます。 

 続きまして、歳出の説明に移らせていただきます。 

 １６２、１６３ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、予算現額６３０万２千円、支出済額５５８万

９千６４０円、１節報酬から１２節委託料までです。 

 ２項徴収費、１目徴収費、予算現額９２２万５千円、支出済額８４０万９千７９９円、１０節

需用費から１３節使用料及び賃借料までです。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医

療広域連合納付金、予算現額１５億９千５０６万９千円、支出済額１５億３千８６０万６千５１

２円、１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、予算現額７１万６千円、支出

済額５５万７００円、２２節償還金、利子及び割引料で、内容は、被保険者への保険料還付金に

関するものです。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金、予算現額３千２０８万６千円、支出済額３千２０８万５千

１８円、２７節繰出金です。 
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 歳出の説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 では、１点だけ確認です。 

 １５９ページのところなんですが、収入未済額がマイナスで表記されているんですけども、こ

の内容を教えてください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 これは、毎年生じてしまうんですけど、特別徴収の絡みなんですけども、これは年金から天引

きをしております。 

 例えばの話なんですが、３月ぐらいにお亡くなりになられた方がみえるとしますんですけど、

４月に実際に年金を払われます。そうすると還付しなきゃいけないとこなんですけど、特別徴収

の還付金は最短で４か月かかります。その絡みで年度を越してしまう関係で、還付未済がそのま

まここに表示されているという形になります。これはなぜかといいますと、特別徴収の保険料と

いうのは、ほぼ１００％になります。そこに還付金が生じますとどうしてもプラスが生じてしま

うので、未済のところにマイナス表示がなされるわけなんです。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 分かりました。結構です。 

 ありがとうございました。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 
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 その他よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 これで質疑を終わります。 

 認定第４号 令和２年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定について採決いたします。 

 賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 全員賛成であります。 

 よって、認定第４号 令和２年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定については、認定す

べきものと決しました。 

 次に、議案第３９号 清須市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例案について説明をお

願いいたします。 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 保険年金課長、篠田でございます。 

 市長提出議案等の２１ページをお願いいたします。併せまして、黄緑色の表紙右上に参考資料

①と書いてございます市長提出議案等説明資料の１３ページも御覧いただくと幸いでございます。 

 議案第３９号 

 清須市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和３年８月３０提出 

 清須市長 永田純夫 

 提案理由です。 

 この案を提出するのは、入院による医療に係る子ども医療費の対象者を１８歳に達する日以後

の最初の３月３１日までの間にある者に拡大するため、必要があるからです。 

 それでは、１枚おめくりいただきまして、２２、２３ページをお願いいたします。 

 清須市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例案 
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 清須市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例 

 清須市子ども医療費支給条例の一部を次のように改正する。 

 子ども医療費制度は、医療保険の自己負担額を公費で負担する制度です。現在、本市では、１

５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの子どもを対象に、入院及び通院に係る医療費の自

己負担分を助成しております。 

 今回の改正では、第２条に掲げるとおり、入院に係る医療費の助成について、対象となる子ど

もの範囲を１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までにある者を拡大するもので、子どもの

福祉の増進と子育て世帯の経済的な負担を一層軽減するものです。 

 その他の条文につきましては、規定を整理したものになります。 

 ２３ページ下のほうの附則でございます。 

 第１項 施行期日 

 この条例は、令和３年１０月１日から施行するものです。 

 第２項 経過措置 

 この条例の施行前に行われた診療、薬剤の支給または手当に係る医療費の支給については、な

お従前の例によるところです。 

 第３項 清須市精神障害者医療費支給条例の一部を次のように改正するものです。 

 議案第３９号の説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

 林委員。 

林 真子委員 

 １点だけお聞きします。 

 非常に歓迎すべき今回の条例案です。愛知県の中で子ども医療費の高校生、１８歳までの通

院・入院いろいろあると思うんですが、愛知県の状況だけ少し参考までにお聞かせください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 １８歳まで入院のみを実施している自治体なんですけど、２０市２町、そのうちの３市が２４
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歳まで入院のみを補助しております。１８歳までの入・通院両方実施しているところは５市５町、

この５町の中には豊山町が１０月から行います。それも含めております。あとは２村になります。

うち３市が３割のうち２割を助成、１割は自己負担になります。１市が所得制限を設けておりま

す。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 聞くところによると、愛知県は割とこの施策が進んでいるんだとお聞きしたことがありますし、

近隣で意外とこれが進んでいるところもありまして、他の議員からもいろいろ要望があったと思

うんですが、今後、通院までこれを拡大していくようなお考えについて見解をお聞かせください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 通院については、こちらのほうを例えば無料化してしまうとどういった影響が出るか考えてみ

ましたところ、やはり無料になると今までかからなかった通院も気軽に行けてしまうということ

もありまして、医療費の増大を呼ぶ形になるという懸念はあります。 

 今回については１件あたりの医療費が非常に高額な入院について自己負担分を助成することで

子育て世帯の関係の充実、そういったものを図っていきたいと考えておりましたので、今回は入

院のみでさせていただきました。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 承知しました。ありがとうございます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 その他よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、これで質疑を終わります。 

 議案第３９号 清須市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例案について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 全員賛成であります。 

 よって、認定第３９号 清須市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例案については、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４１号 令和３年度清須市一般会計補正予算（第６号）案所管分について説明を

お願いいたします。 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 保険年金課、篠田でございます。よろしくお願いいたします。 

 議案第４１号 令和３年度清須市一般会計補正予算（第６号）案の所管分について説明させて

いただきます。 

 令和３年度補正予算書及び説明書の１０、１１ページをお願いいたします。 

 初めに歳入です。 

 一番上の表を御覧ください。 

 １９款繰入金、１項特別会計繰入金、１目国民健康保険特別会計繰入金、補正額１億１千１２

４万１千円の増額、１節国民健康保険特別会計繰入金です。 

 １段飛んでいただいて、３目後期高齢者医療特別会計繰入金、補正額７千１５０万８千円の増

額、１節後期高齢者医療特別会計繰入金です。 

 歳入については以上でございます。 

 次に、１２、１３ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 ２つ目の表を御覧ください。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、４目福祉医療費、補正額３９４万４千円の増額、１２節委託料
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及び１９節扶助費です。内容は、入院の医療に係る子どもの医療費を高校生世代まで拡大するに

あたり、必要な福祉医療システムの改修及び医療助成費でございます。 

 議案第４１号の説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手をお願いします。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、これで質疑を終わります。 

 次に、議案第４２号 令和３年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案について、

歳入歳出続けて説明をお願いいたします。 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 保険年金課、篠田でございます。 

 議案第４２号 令和３年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案について説明を

させていただきます。 

 補正予算書及び説明書の３０、３１ページをお願いいたします。 

 初めに歳入でございます。 

 ７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額１億１千１２４万１千円の増額、１節繰越金、

前年度の決算による繰越金でございます。 

 歳入は以上です。 

 １枚おめくりいただき、３２、３３ページをお願いいたします。 

 次に、歳出でございます。 

 ８款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金、補正額１億１千１２４万１千円の増額、２

７節繰出金で、一般会計の繰出金でございます。 

 議案第４２号の説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 
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（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、これで質疑を終わります。 

 議案第４２号 令和３年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案について採決い

たします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 全員賛成であります。 

 よって、認定第４２号 令和３年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案につい

ては、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４４号 令和３年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案につい

て、歳入歳出続けて説明をお願いいたします。 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 保険年金課、篠田です。 

 議案第４４号 令和３年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案につきまして説明さ

せていただきます。 

 補正予算書及び説明書の５４、５５ページをお願いいたします。 

 初めに歳入です。 

 ３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額２千８０４万円の増額、１節繰越金、前年度決

算による繰越金です。 

 ４款諸収入、３項雑入、１目雑入、補正額４千４８８万７千円の増額、１節雑入で、過年度療

養給付費負担金精算金です。 

 １枚おめくりいただきまして、５６、５７ページをお願いいたします。 

 次に、歳出です。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医

療広域連合納付金、補正額１４１万９千円の増額、１８節負担金、補助及び交付金で、後期高齢
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者医療保険料等の負担金でございます。 

 ３款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金、補正額７千１５０万８千円の増額、２７節

繰出金で、一般会計への繰出金でございます。 

 議案第４４号の説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、これで質疑を終了いたします。 

 議案第４４号 令和３年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案について採決

いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 全員賛成であります。 

 よって、認定第４４号 令和３年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案につ

いては、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、福祉委員会に付託されました市民環境部所管の全議案についての審議は終了いたしま

した。 

 明後日１６日午前９時半から、健康福祉部所管について御審議いただきますので、よろしくお

願いいたします。 

 では、これをもちまして本日は散会いたします。 

 早朝より大変御苦労さまでございました。 

（ 時に午前１１時５１分 散会 ） 
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